
Honda のお仕事⽤サブスク 貸渡約款（２０２３年１2 ⽉ 4 ⽇より効⼒発⽣） 
 

変更前 変更後 
第２条（予約） 
３．予約をしたお客様は、本条第１項に定
める予約の際に通知した借受開始⽇時まで
に、本約款第 5 条に従って貸渡⾞両の貸渡
契約（以下、「貸渡契約」といいます。）⼿続
を実施してください。本約款第 5 条に基づ
く貸渡契約の締結時点をもって、 お客様は
当該貸渡契約における借受⼈となります。 
 

第２条（予約） 
３．予約をしたお客様は、予約の成⽴後 7 ⽇
以内に、当社の指定する配送事業者との間
で貸渡⾞両の配送⽇を調整し、確定してく
ださい。 
 

第３条（予約の変更・取り消し） 
３．お客様の都合により、予約が取り消さ
れた場合、当社は以下のキャンセル料⾦を
申し受けます。ただし、貸渡開始⽇時にお
ける悪天候等の事情を考慮し、当社の判断
により、 キャンセル料⾦を請求しないこと
があります。 

キャンセル申込⽇
時 

キャンセル料⾦ 

⾞両貸渡可能⽇の
確定前 

初回借受期間にか
かる貸渡料⾦全額
返⾦ 

⾞両貸渡可能⽇の
確定後 

初回借受期間にか
かる貸渡料⾦返⾦
なし 

４．当社は、当社の都合によりお客様の予
約を取り消すことがあります。この場合、
当社はお客様に対し、前項の規定に従い計
算したキャンセル料⾦相当額をお客様に⽀
払います。 
５．お客様が、借受開始⽇時より１時間を
経過しても借受場所に現れず、その他本約
款第 5 条に定める当社との貸渡契約⼿続を
実施されなかった場合は、お客様は、当社

第３条（予約の変更・取り消し） 
３．お客様の都合により、予約が取り消さ
れた場合、当社は以下のキャンセル料⾦を
申し受けます。ただし、配送⽇における悪
天候等の事情を考慮し、当社の判断により、 
キャンセル料⾦を請求しないことがありま
す。 

キャンセル申込⽇
時 

キャンセル料⾦ 

配送⽇確定前 なし 
配送⽇確定後 初回借受期間にか

かる貸渡料⾦相当
額 

４．当社は、当社の都合によりお客様の予
約を取り消すことがあります。この場合、
当社はお客様に対し、前項の規定に従い計
算したキャンセル料⾦相当額をお客様に⽀
払います。 
５．お客様が、配送⽇に借受場所に現れな
かったこと、その他の理由により、配送⽇
において本約款第 5 条に定める貸渡契約の
締結に⾄らなかった場合は、お客様は、当
社に対し、再配送の⽇程について調整の連
絡を⾏うものとします。その場合、当社は、



に対し、再配達の⽇程について調整の連絡
を⾏うものとします。ただし、当社は、再配
達に要する費⽤を、お客様に対して実費で
請求するものとし、お客様はこれを⽀払う
ものとします。 
６．お客様は、予約が取り消されたこと、及
び貸渡契約が締結されなかったことについ
て、本条及び次条に定める場合を除き、い
かなる損害の賠償、その他の補償を求める
ことはできません。 
 

再配送に要する費⽤として１０，０００円
を、お客様に対して請求するものとし、お
客様はこれを⽀払うものとします。 
６．お客様の都合により、配送⽇の前⽇以
降に配送⽇が変更された場合、当社は、配
送⽇の変更に要する費⽤として１０，００
０円をお客様に対して請求するものとし、
お客様はこれを⽀払うものとします。 
７．お客様は、予約が取り消されたこと、及
び貸渡契約が締結されなかったことについ
て、本条及び次条に定める場合を除き、い
かなる損害の賠償、その他の補償も求める
ことはできません。 
 

第９条（点検整備等） 
１．借受⼈に貸し渡す貸渡⾞両について、
当社は、本約款第 5 条第 1 項に定める貸渡
しの時までに、道路運送⾞両法第４７条の
２（⽇常点検整備）及び第４８条（定期点検
整備） に準じた点検を⾏うとともに、必要
な整備を⾏います。 
２．貸渡契約の締結にあたっては、借受⼈
は、当社が提⽰する点検表に基づき、貸渡
⾞両の⾞体外観及び付属品の検査を⾏い、 
貸渡⾞両に整備不良がないこと等を確認す
るとともに、貸渡⾞両が借受条件を満たし
ていることを確認しなければならず、当社
は、借受⼈の当該確認の不備による責任を
負いません。 
３．借受⼈は、貸渡契約期間中の貸渡⾞両
について、道路運送⾞両法に基づく点検整
備等のほか、当社が実施する点検整備案内
に基づき、貸渡⾞両の通常の使⽤により⽣
じる磨耗、損壊⼜は故障に対する点検整備
及び修理を、当社指定の点検整備店におい
て実施するものとします。本項の点検整備

第９条（点検整備等） 
１．借受⼈に貸し渡す貸渡⾞両について、
当社は、本約款第 5 条第 1 項に定める貸渡
しの時までに、道路運送⾞両法第４７条の
２（⽇常点検整備）及び第４８条（定期点検
整備） に準じた点検を⾏うとともに、必要
な整備を⾏います。 
２．貸渡契約の締結にあたっては、借受⼈
は、当社が提⽰する点検表に基づき、貸渡
⾞両の⾞体外観及び付属品の検査を⾏い、 
貸渡⾞両に整備不良がないこと等を確認す
るとともに、貸渡⾞両が借受条件を満たし
ていることを確認しなければならず、当社
は、借受⼈の当該確認の不備による責任を
負いません。 
３．借受⼈は、貸渡契約期間中の貸渡⾞両
について、道路運送⾞両法に基づく点検整
備等のほか、当社が実施する点検整備案内
に基づき、貸渡⾞両の通常の使⽤により⽣
じる磨耗、損壊⼜は故障に対する点検整備
及び修理を、当社指定の点検整備店におい
て実施するものとします。本項の点検整備



及び修理に基づき発⽣した費⽤のうち、貸
渡⾞両の通常の使⽤により⽣じる磨耗、損
壊⼜は故障に対する整備及び修理にかかる
費⽤は当社が負担するものとし、それ以外
の費⽤については、借受⼈が負担するもの
とします。 
４．前項に定める貸渡契約期間中の点検整
備及び修理において、当社指定外の点検整
備店への持ち込みが⾏われた場合、または
借受⼈⾃⾝が整備等を⾏った場合には、当
該整備及び修理に要した費⽤について、借
受⼈がこれを負担するものとします。 
 

及び修理に基づき発⽣した費⽤のうち、貸
渡⾞両の通常の使⽤により⽣じる磨耗、損
壊⼜は故障に対する整備及び修理にかかる
費⽤は当社が負担するものとし、それ以外
の費⽤については、借受⼈が負担するもの
とします。 
４．前項に定める貸渡契約期間中の点検整
備及び修理において、当社の実施する点検
整備案内に基づかず整備等を⾏った場合、
当社指定外の点検整備店への持ち込みが⾏
われた場合、または借受⼈⾃⾝が整備等を
⾏った場合には、当該整備及び修理に要し
た費⽤について、借受⼈がこれを負担する
ものとします。 
 

第１１条（禁⽌⾏為） 
借受⼈は、借受期間中に次の⾏為をしては
いけません。 
（１）貸渡⾞両を⾃動⾞運送事業⼜はこれ
に類する⽬的に使⽤すること。 
（２）貸渡⾞両を借受⼈以外の者に運転さ
せること。 
（３）貸渡⾞両を転貸し、第三者に使⽤さ
せ、⼜は担保の⽤に供する等、当社の権利
を侵害することとなる⼀切の⾏為をするこ
と。 
（４）貸渡⾞両の標識を偽造若しくは変造
し、⼜は貸渡⾞両を改造若しくは改装する
等その現状を変更すること。 
（５）当社の承諾を受けることなく、貸渡
⾞両を各種テストや競技（サーキット⾛⾏、
当社が競技に該当すると判断するものを含
む。）若しくは未舗装道路での⾛⾏に使⽤
し、 ⼜は他⾞の牽引、若しくは後押しに使
⽤すること。 
（６）法令、約款等、取扱説明書、その他当

第１１条（禁⽌⾏為） 
借受⼈は、借受期間中に次の⾏為をしては
いけません。 
（１）貸渡⾞両を⾃動⾞運送事業⼜はこれ
に類する⽬的に使⽤すること。 
（２）貸渡⾞両を借受⼈以外の者に運転さ
せること。 
（３）貸渡⾞両を転貸し、第三者に使⽤さ
せ、⼜は担保の⽤に供する等、当社の権利
を侵害することとなる⼀切の⾏為をするこ
と。 
（４）貸渡⾞両の標識を偽造若しくは変造
し、⼜は貸渡⾞両を改造若しくは改装する
等その現状を変更すること。 
（５）当社の承諾を受けることなく、貸渡
⾞両を各種テストや競技（サーキット⾛⾏、
当社が競技に該当すると判断するものを含
む。）若しくは未舗装道路での⾛⾏に使⽤
し、 ⼜は他⾞の牽引、若しくは後押しに使
⽤すること。 
（６）緊急時を除き貸渡⾞両の点検整備及



社が提⽰する使⽤⽅法⼜は公序良俗に違反
して貸渡⾞両を使⽤すること。 
（７）当社の承諾を受けることなく貸渡⾞
両について損害保険に加⼊すること。 
（８）貸渡⾞両を⽇本国外に持ち出すこと。 
（９）その他借受条件⼜は貸渡条件に違反
する⾏為をすること。 
 

び修理を、当社指定の店以外の点検整備店
において実施すること。 
（７）法令、約款等、取扱説明書、その他当
社が提⽰する使⽤⽅法⼜は公序良俗に違反
して貸渡⾞両を使⽤すること。 
（８）当社の承諾を受けることなく貸渡⾞
両について損害保険に加⼊すること。 
（９）貸渡⾞両を⽇本国外に持ち出すこと。 
（１０）その他借受条件⼜は貸渡条件に違
反する⾏為をすること。 
 

 第１３条の２ 返却⼿続き 
１．貸渡⾞両の返却を希望する借受⼈は、
当サイト等を通じ、⼜はその他当社が定め
る⽅法により、返却を希望する返却場所を
通知して更新停⽌申請をしてください。 
２．当社は、借受⼈より前項の定めに従い
更新停⽌申請を受けたときは、借受⼈の利
⽤状況等に照らし可能な範囲で借受⼈の更
新停⽌申請に応じるか否かを判断し、借受
⼈に連絡するものとします。更新停⽌は、
当社より承諾を連絡した時点で成⽴するも
のとします。 
３．更新停⽌申請をした借受⼈は、更新停
⽌の成⽴後 7 ⽇以内に、当社の指定する配
送事業者との間で貸渡⾞両の返却⽇を調整
し、確定してください。 
 
第１３条の３（返却の変更・取り消し） 
１．借受⼈は、当サイト等を通じ、⼜はその
他当社が定める⽅法により通知したうえ
で、更新停⽌成⽴前の更新停⽌申請を取り
消すことができます。 
２．借受⼈は、更新停⽌の成⽴後、更新停⽌
申請を取り消そうとするときは、その旨を
当サイト等を通じ、⼜はその他当社が定め



る⽅法により通知したうえで、当社の承諾
を得なければなりません。 
３．借受⼈の都合により、更新停⽌申請が
取り消された場合、当社は以下のキャンセ
ル料⾦を申し受けます。ただし、返却⽇に
おける悪天候等の事情を考慮し、当社の判
断により、 キャンセル料⾦を請求しないこ
とがあります。 

キャンセル申込⽇
時 

キャンセル料⾦ 

返却⽇確定前 なし 
返却⽇確定後 １０，０００円 

 
４．借受⼈が、返却⽇に返却場所に現れな
かったこと、その他の理由により、返却⽇
に貸渡⾞両の返却に⾄らなかった場合は、
借受⼈は、当社に対し、再集荷の⽇程につ
いて調整の連絡を⾏うものとします。その
場合、当社は、再集荷に要する費⽤として
１０，０００円を、借受⼈に対して請求す
るものとし、借受⼈はこれを⽀払うものと
します。 
５．借受⼈の都合により、返却⽇の前⽇以
降に返却⽇時が変更された場合、当社は、
集荷⽇の変更に要する費⽤として１０，０
００円を借受⼈に対して請求するものと
し、借受⼈はこれを⽀払うものとします。 
 

第２６条（個⼈情報） 
１．当社は、借受⼈から取得した個⼈情報
（⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、メール
アドレスその他の連絡先、クレジットカー
ド情報、運転免許証情報等の個⼈を識別す
ることができるものをいい、前条第 1 項に
定める記録を含むものとします。） を、以
下の各号に定める⽬的で利⽤します。個⼈

第２６条（個⼈情報） 
１．当社は、借受⼈から取得した個⼈情報
（⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、メール
アドレスその他の連絡先、クレジットカー
ド情報、運転免許証情報等の個⼈を識別す
ることができるものをいい、前条第 1 項に
定める記録を含むものとします。） を、以
下の各号に定める⽬的で利⽤します。個⼈



情報保護法その他の法令により認められる
事由がある場合を除き、この範囲を超えて
個⼈情報を利⽤することはありません。 
（１）貸渡契約締結時に必要な⼿続きを実
施するため。 
（２）貸渡契約の締結にあたり、借受⼈の
本⼈確認、及び審査を⾏うため。 
（３）当社、当社の親会社や関連会社、及び
本条第３項に規定する共同利⽤者（以下、
「当社等」といいます。）において取り扱う
商品、サービス等に関する営業上のご案内
を⾏うため。 
（４）当社等において取り扱う商品、サー
ビスの企画、開発、品質向上、改善あるいは
お客様満⾜度向上策等の検討とそのために
⾏うアンケート調査を実施するため。 
（５）個⼈情報を統計的に集計、分析し、個
⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統
計データを作成するため。 
（６）前各号の他、約款等に基づくサービ
スを提供するため。 
２．当社は、前項に定めている⽬的以外で
借受⼈の個⼈情報を取得する場合は、予め
その利⽤⽬的を明⽰して⾏います。 
３．当社は、取得した個⼈情報を、下記のと
おり共同利⽤する場合があります。 
（１）共同利⽤の⽬的 
本条第１項に同じ 
（２）共同利⽤する個⼈情報の項⽬ 
⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、メールア
ドレスその他の連絡先、運転免許証情報、
⾞両ナンバー等の貸渡⾞両の借受条件に関
する情報その他利⽤⽬的を達するために必
要な項⽬ 
（３）共同利⽤者の範囲 
ホンダモビリティソリューションズ株式会

情報保護法その他の法令により認められる
事由がある場合を除き、この範囲を超えて
個⼈情報を利⽤することはありません。 
（１）貸渡契約締結時に必要な⼿続きを実
施するため。 
（２）貸渡契約の締結にあたり、借受⼈の
本⼈確認、及び審査を⾏うため。 
（３）当社、当社の親会社や関連会社、及び
本条第３項に規定する共同利⽤者（以下、
「当社等」といいます。）において取り扱う
商品、サービス等に関する営業上のご案内
を⾏うため。 
（４）当社等において取り扱う商品、サー
ビスの企画、開発、品質向上、改善あるいは
お客様満⾜度向上策等の検討とそのために
⾏うアンケート調査を実施するため。 
（５）個⼈情報を統計的に集計、分析し、個
⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統
計データを作成するため。 
（６）⾃動⾞事故⼜は⾞両トラブル発⽣時
等の場合の⾞両管理および損害保険対応の
ため。 
（７）前各号の他、約款等に基づくサービ
スを提供するため。 
２．当社は、前項に定めている⽬的以外で
借受⼈の個⼈情報を取得する場合は、予め
その利⽤⽬的を明⽰して⾏います。 
３．当社は、取得した個⼈情報を、下記のと
おり共同利⽤する場合があります。 
（１）共同利⽤の⽬的 
本条第１項に同じ 
（２）共同利⽤する個⼈情報の項⽬ 
⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、メールア
ドレスその他の連絡先、運転免許証情報、
⾞両ナンバー等の貸渡⾞両の借受条件に関
する情報その他利⽤⽬的を達するために必



社 お よ び Honda グ ル ー プ 各 社
（https://www.honda.co.jp/group/） 
（４）共同利⽤の管理責任者 
〒１０７−６３２７  
東京都港区⾚坂 5-3-1 ⾚坂 Biz タワー27F 
ホンダモビリティソリューションズ株式会
社 
代表取締役社⻑ ⾼⾒ 聡 
４．当社は、本条に定める場合、及び個⼈情
報保護法その他の法令により認められる事
由がある場合を除き、個⼈情報を提供した
借受⼈の同意を得ることなく当該個⼈情報
を第三者に提供することはありません。 
５．前項にかかわらず、当社は、個⼈情報の
取り扱いに関する業務を委託するために、
本条に定める利⽤⽬的の達成に必要な範囲
で、個⼈情報を業務委託先に提供すること
があります。この場合においても、 当社は、
業務委託先に対して提供した個⼈情報の適
正な取り扱いを求めるとともに、適切な管
理をします。 
６．当社は、借受⼈から取得した個⼈情報
に つ き 、 当 社 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
（https://www.honda.co.jp/privacy/hms/）
に沿ってこれを管理致します。当社の個⼈
情報の管理に関する事項や、個⼈情報の開
⽰・訂正・追加・削除、利⽤停⽌・消去等、
またはお問い合わせ窓⼝等、個⼈情報保護
法上の公表事項については当社プライバシ
ーポリシーをご参照ください。 

要な項⽬ 
（３）共同利⽤者の範囲 
ホンダモビリティソリューションズ株式会
社 、 Honda グ ル ー プ 各 社
（https://www.honda.co.jp/group/）及び東
京海上⽇動⽕災保険株式会社 
（４）共同利⽤の管理責任者 
〒１０７−６３２７  
東京都港区⾚坂 5-3-1 ⾚坂 Biz タワー27F 
ホンダモビリティソリューションズ株式会
社 
代表取締役社⻑ ⾼⾒ 聡 
４．当社は、本条に定める場合、及び個⼈情
報保護法その他の法令により認められる事
由がある場合を除き、個⼈情報を提供した
借受⼈の同意を得ることなく当該個⼈情報
を第三者に提供することはありません。 
５．前項にかかわらず、当社は、個⼈情報の
取り扱いに関する業務を委託するために、
本条に定める利⽤⽬的の達成に必要な範囲
で、個⼈情報を業務委託先に提供すること
があります。この場合においても、 当社は、
業務委託先に対して提供した個⼈情報の適
正な取り扱いを求めるとともに、適切な管
理をします。 
６．当社は、借受⼈から取得した個⼈情報
に つ き 、 当 社 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
（https://www.honda.co.jp/privacy/hms/）
に沿ってこれを管理致します。当社の個⼈
情報の管理に関する事項や、個⼈情報の開
⽰・訂正・追加・削除、利⽤停⽌・消去等、
またはお問い合わせ窓⼝等、個⼈情報保護
法上の公表事項については当社プライバシ
ーポリシーをご参照ください。 
 

 


